別表(第4条関係)

補助金額
(一般世帯及び社会福祉法人その他の団体)
補助金額
(低所得者世帯)

汲み取り便所改造、排水設備改造
120,000円
240,000円

汲み取り便所改造、(2基以上)
排水設備改造
150,000円
300,000円

し尿浄化槽撤去、排水設備
45,000円
90,000円

※低所得者世帯とは、一戸につきその世帯の構成員全員の道町民税が非課税の世帯をいう。
